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〇 

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に

係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
） 

第
十
九
条
の
二 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
事
業
年
度
（
法
第
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
（
以

下
「
中
間
説
明
書
類
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら

チ
ま
で
、
第
二
号
、
第
三
号
ロ
⑾
、
第
四
号
（
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

、
第
五
号
リ
並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

三 

銀
行
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

［
略
］ 

ロ 

直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年

度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事

項
（
⒀
か
ら
⒅
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む

場
合
に
限
る
。
） 

［
⑴
～
⒁ 

略
］ 

⒂ 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（
⒄
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
） 

第
十
九
条
の
二 

［
同
上
］ 

     

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

［
同
上
］ 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年

度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事

項
（
⒀
か
ら
⒄
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む

場
合
に
限
る
。
） 

［
⑴
～
⒁ 

同
上
］ 

⒂ 
信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（
⒃
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 
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⒃ 

信
託
勘
定
暗
号
資
産
残
高
及
び
履
行
保
証
暗
号
資
産
（
金
融
機
関

の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
暗
号
資
産
を
い
う
。
）
残
高 

⒄
・
⒅ 

［
略
］ 

ハ 

［
略
］ 

四 

［
略
］ 

五 

銀
行
の
直
近
の
二
中
間
事
業
年
度
又
は
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の

状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
イ
～
ホ 

略
］ 

ヘ 

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び

評
価
損
益 

［
⑴
～
⑶ 

略
］ 

⑷ 

暗
号
資
産 

［
ト
～
ル 

略
］ 

［
六
・
七 

略
］ 

［
加
え
る
。
］ 

  

⒃
・
⒄ 

［
同
上
］ 

ハ 

［
同
上
］ 

四 

［
同
上
］ 

五 

［
同
上
］ 

 

［
イ
～
ホ 

同
上
］ 

ヘ 

［
同
上
］ 

 

［
⑴
～
⑶ 

同
上
］ 

［
加
え
る
。
］ 

［
ト
～
ル 

同
上
］ 

［
六
・
七 

同
上
］ 

［
２
～
５ 

略
］ 

［
２
～
５ 

同
上
］ 

 

別
表
第
一
（
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
） 

項 
 

目 

記 

載 

す 

る 

事 

項 

［
略
］ 

 
 

信
託
業
務
に
関

す
る
指
標
（
信

託
業
務
を
営
む

［
一
～
四 

略
］ 

五 

金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
、
有
価
証
券

及
び
暗
号
資
産
の
区
分
ご
と
の
運
用
残
高 

別
表
第
一
（
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
） 

項 
 

目 

記 

載 

す 

る 

事 

項 

［
同
上
］ 

 
 

信
託
業
務
に
関

す
る
指
標
（
信

託
業
務
を
営
む

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 

金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
及
び
有
価
証

券
の
区
分
ご
と
の
運
用
残
高 
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場
合
に
限
る
。

） 

［
六
～
十
二 

略
］ 

十
三 

暗
号
資
産
の
種
類
別
の
残
高 

 
 

 

場
合
に
限
る
。

） 

［
六
～
十
二 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

 
 

 

 
 

備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


